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平成31年度健康保険料率について 

 全国平均保険料率は、10.00％（平成30年度と同率） 

 激変緩和率は、8.6/10（平成30年度は、7.2/10） 

 保険料率の改定時期は、平成31年3月分（平成31年4月納付分）から 

埼玉支部 

【健康保険料率】 

 

9.85％ 

平成30年度 
 

9.79％ 

平成31年度 
▲0.06％ 
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31年度埼玉支部保険料率変更に係る支部長意見 

 平成31年度平均保険料率を１０％維持することにつきましては、協会けんぽの財政状況が引き続き
赤字構造であることや、今後、高齢者等への拠出金が増大することを勘案いたしますと、中長期的な
観点から、妥当であると考え、また、激変緩和についても計画的な解消として1.4/10進めることも 
妥当なものと考えます。したがって、埼玉支部保険料率、0.06％引き下げの9.79％となることにつきま
しても、埼玉支部評議会における意見等を踏まえ妥当なものと思料いたします。 
 
 一方で、来年度も黒字が見込まれ、3兆円を超える準備金を勘案すると、保険料率は維持との 
前提の中においても、評議会の意見でも取り上げられたように、事業運営上、新たな取り組みを検討
する余地はあるものと考えます。一般的な企業行動として、収益が計上される場合（黒字）は、  
①株主還元としての配当率引き上げ ②インフラや将来のための投資 ③内部留保 があげられます。      
 これを協会で置き換えれば、①保険料率の引き下げ ②システム等への投資や加入者の健康づく
り・疾病予防への支出 ③余剰金の積み上げ となると思います。 
 
 現状は、①は維持、③については毎年積み上がっている状況であり、したがって、②について、 
しっかりとした取り組みが必要と考えられます。システムについては検討が進められているところですが、
管理部門も含めた効率化・堅確化が図られるシステム構造が実施可能な投資をお願い申し上げます。 
 また、加入者の健康づくり・疾病予防につきましては、法令等への制約、4千万人となる加入者への
対応等と多くのハードルが存在するものの、このハードルへの対応も含めて、加入者の利益と将来の
医療費負担の軽減も見据え、新たな事業への取り組みを進めていただきますようお願い申し上げます。 
 

以 上 

平成31年1月22日 

埼玉支部長 柴田 潤一郎 
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支部 
平成31年度 
保険料率 

前年度比 支部 

 
平成31年度 
保険料率 

 

前年度比 

北 海 道  １０．３１  ０．０６ 滋 賀 県   ９．８７  ０．０３ 

青 森 県   ９．８７ ▲０．０９ 京 都 府  １０．０３  ０．０１ 

岩 手 県   ９．８０ ▲０．０４ 大 阪 府  １０．１９  ０．０２ 

宮 城 県  １０．１０  ０．０５ 兵 庫 県  １０．１４  ０．０４ 

秋 田 県  １０．１４  ０．０１ 奈 良 県  １０．０７  ０．０４ 

山 形 県  １０．０３ ▲０．０１ 和歌山県 １０．１５  ０．０７ 

福 島 県   ９．７４ ▲０．０５ 鳥 取 県  １０．００  ０．０４ 

茨 城 県   ９．８４ ▲０．０６ 島 根 県  １０．１３  ０．００ 

栃 木 県   ９．９２  ０．００ 岡 山 県  １０．２２  ０．０７ 

群 馬 県   ９．８４ ▲０．０７ 広 島 県  １０．００  ０．００ 

埼 玉 県   ９．７９ ▲０．０６ 山 口 県  １０．２１  ０．０３ 

千 葉 県   ９．８１ ▲０．０８ 徳 島 県  １０．３０  ０．０２ 

東 京 都   ９．９０  ０．００ 香 川 県  １０．３１  ０．０８ 

神奈川県  ９．９１ ▲０．０２ 愛 媛 県  １０．０２ ▲０．０８ 

新 潟 県   ９．６３  ０．００ 高 知 県  １０．２１  ０．０７ 

富 山 県   ９．７１ ▲０．１０ 福 岡 県  １０．２４  ０．０１ 

石 川 県   ９．９９ ▲０．０５ 佐 賀 県  １０．７５  ０．１４ 

福 井 県   ９．８８ ▲０．１０ 長 崎 県  １０．２４  ０．０４ 

山 梨 県   ９．９０ ▲０．０６ 熊 本 県  １０．１８  ０．０５ 

長 野 県   ９．６９ ▲０．０２ 大 分 県  １０．２１ ▲０．０５ 

岐 阜 県   ９．８６ ▲０．０５ 宮 崎 県  １０．０２  ０．０５ 

静 岡 県   ９．７５ ▲０．０２ 鹿児島県 １０．１６  ０．０５ 

愛 知 県   ９．９０  ０．００ 沖 縄 県   ９．９５  ０．０２ 

三 重 県   ９．９０  ０．００   

平成31年度都道府県単位健康保険料率 
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協会けんぽの収支見込（医療分） 
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平成31年度介護保険料率について 

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総

報酬額で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。 

【介護保険料率】 

 

1.57％ 

平成30年度 
 

1.73％ 

平成31年度 

 各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。 
 
 
 介護保険料率 ＝  

介護納付金の額 － 国庫補助額等 

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込 

＋0.16％ 
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協会けんぽの収支見込（介護分） 


